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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年 5月 14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2026年 6月 26日

開催予定の第 218 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）当社の事業目的について、事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の

事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につき事業目的の変更・追加

を行うものです。 

（２）現行定款附則第１条および同第２条について、監査等委員会設置会社に移行後 10年を経過

したため、これらの附則による責任免除等の必要性が失われたことから、これらを削除す

るものです。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は、以下のとおりです。 

     （下線は、変更部分） 

現 行 定 款 定 款 変 更 案 

 

（目 的） 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（１）～（３） ＜省略＞ 

（４）各種医療機器・用具の製造、修理ならびに

販売 

（５）生化学製品の製造ならびに販売 

 

            ＜新設＞ 

（６）～（15） ＜省略＞ 

第２条     ＜現行どおり＞ 

 

（１）～（３） ＜現行どおり＞ 

（４）各種医療機器・用具の製造、修理、販売な

らびに製造販売 

（５）体外診断用医薬品・生化学製品の製造、販

売ならびに製造販売 

（６）遺伝子解析その他の理化学分析・検体検査 

（７）～（16） ＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 



現 行 定 款 定 款 変 更 案 

＜附則＞ ＜削除＞ 

第１条 当会社は、第 208 回定時株主総会終結前

の行為に関する会社法第 423条第１項の取

締役（取締役であったものを含む。）の賠償

責任について、各監査等委員の同意を得

て、取締役会の決議によって、賠償責任額

を法令で定める限度において免除するこ

とができる。 

＜削除＞ 

第２条 当会社は、第 208 回定時株主総会終結前

の行為に関する会社法第 423条第１項の監

査役（監査役であったものを含む。）の賠償

責任について、取締役会の決議によって、

賠償責任額を法令で定める限度において

免除することができる。 

２．第 208 回定時株主総会終結前の社外監査役

（社外監査役であったものを含む。）の行

為に関する会社法第 423条第１項の賠償責

任を限定する契約については、なお同定時

株主総会の決議による変更前の定款第 33

条第２項の定めるところによる。 

＜削除＞ 

  

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2026年 6月 26日（予定） 

定款変更の効力発生日    2026年 6月 26日（予定） 

以 上 


